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前
も
っ
て
知
っ
て
お
き
た
い

介
護
保
険
サ
ー
ビ
スせ

ん
。
一
方
、
40
～
64
歳
の
場
合
は
16
種
の
特
定

疾
病
（
例
え
ば
認
知
症
や
脳
梗
塞
、末
期
ガ
ン
等
）

で
介
護
が
必
要
に
な
っ
た
人
だ
け
が
、
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。

　

利
用
は
市
町
村
に
「
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
使

い
た
い
」
と
申
請
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

申
請
後
、
市
町
村
が
主
治
医
に
「
意
見
書
」
を
依

頼
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
か
ら
自
宅
に
訪
問

調
査
員
が
訪
れ
、
身
体
の
機
能
や
食
事
の
摂
取
、

ト
イ
レ
、
薬
の
管
理
、
調
理
、
買
い
物
な
ど
日
常

生
活
に
関
す
る
聞
き
取
り
を
行
い
ま
す
【
図
表

１
】。
そ
の
２
つ
を
も
と
に
市
町
村
が
介
護
認
定

審
査
会
で
判
定
し
、
要
介
護
認
定
結
果
が
出
さ
れ

ま
す
。
介
護
認
定
を
受
け
る
費
用
は
介
護
保
険
で

ま
か
な
わ
れ
る
た
め
、自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
後
、自
宅
に
要
支
援
１
～
２
、要
介
護
１
～

５
の
認
定
結
果
を
記
載
し
た
介
護
保
険
証
が
送
ら

れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
毎
月
の
利
用
給
付
限
度
額
が
判
明
し
ま
す
。

　

利
用
給
付
限
度
額
は
、
要
支
援
１
の
約
５
万
円

介
護
保
険
は
40
歳
以
上
の
誰
も
が

加
入
、
65
歳
に
な
る
と

介
護
保
険
証
が
自
宅
に
届
く

　

　

風
邪
を
引
け
ば
健
康
保
険
制
度
で
医
療
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
、
介
護
が
必
要
に
な
れ
ば
介
護
保

険
制
度
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
。

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
必

要
な
介
護
保
険
証
は
、
65
歳
に
な
る
と
市
町
村
か

ら
自
宅
に
送
ら
れ
て
き
ま
す
。
65
歳
以
上
の
第
１

号
被
保
険
者
の
介
護
保
険
料
は
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
て
い
ま
す
。
40
～
64
歳
の
第
２
号
被
保
険
者

の
介
護
保
険
料
は
健
康
保
険
料
に
上
乗
せ
す
る
形

で
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
介
護
保
険
制
度
は
こ
の

保
険
料
と
税
金
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
は
要
介
護

認
定
を
受
け
る
と
利
用
で
き
る

　

65
歳
以
上
の
人
が
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
を

す
る
際
、
介
護
が
必
要
に
な
る
原
因
は
問
わ
れ
ま

か
ら
要
介
護
５
の
約
36
万
円
ま
で
７
段
階
あ
り
ま

す
。
と
は
言
っ
て
も
、
現
金
が
支
給
さ
れ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
利
用
給
付
限
度
額
を
考
慮
し

な
が
ら
、
介
護
保
険
が
効
く
サ
ー
ビ
ス
の
組
み
合

わ
せ
を
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
（
介
護
支
援
専
門
員
）

と
相
談
し
て
決
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
は

ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
か
ら

　

要
支
援
１
～
２
の
認
定
を
受
け
た
人
は
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
予
防
プ
ラ
ン
（
要
支
援
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
計
画
）
の
契
約
を
し
ま
す
。
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
市
町
村
が
委
託
す
る
介
護

の
相
談
窓
口
で
、
認
定
に
か
か
わ
ら
ず
相
談
に
の

っ
て
も
ら
え
ま
す
。
住
所
地
に
よ
り
担
当
の
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
ま
す
の
で
、
利
用
の

際
は
市
町
村
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

要
介
護
１
～
５
の
認
定
を
受
け
た
人
は
、
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
所
属
す
る
事
業
所
（
居
宅
介
護
支

援
事
業
所
）
と
契
約
し
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
（
介
護
保
険

介
護
に
ま
つ
わ
る
お
金
の
話　＞＞＞　

第
２
回

服部メディカル研究所 所長　

服部 万里子
［はっとり・まりこ］大学で社会学を学び、
一般企業で勤務後、病院に勤務しながら看
護師資格取得。1989 年高齢者福祉のコン
サルティング事業（服部メディカル研究所）
設立。2000 年渋谷介護サポートセンター
設立、ケアマネジャー 20 年継続中。城西国
際大学、立教大学教授歴任、和歌山県立医
大の大学院非常勤講師。看護師、社会福祉士、
主任介護支援専門委員。
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＞＞＞ 介護にまつわるお金の話

【図表１】要介護認定の仕組み
要介護認定で「予防給付」と「介護給付」に分かれる

市町村

認定訪問調査
介護認定審査会

予防給付

毎月の利用給付限度額
要支援１ ＝   5032単位
要支援２ ＝ 10531単位

介護度１ ＝ 16765単位
介護度２ ＝ 19705単位
介護度３ ＝ 27048単位
介護度４ ＝ 30938単位
介護度５ ＝ 36217単位

1単位＝10円

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
計
画
）
に
基
づ
い
て
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
を
開
始
し
ま
す
。
複
数
の
居
宅
介
護
支
援

事
業
所
の
中
か
ら
ど
こ
と
契
約
す
る
か
は
、
利
用

者
が
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
や

市
町
村
、
施
設
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
の
連
絡
調

整
な
ど
を
行
い
ま
す
。
支
援
に
関
す
る
専
門
的
な

知
識
と
技
術
を
身
に
つ
け
、
介
護
支
援
専
門
員
証

の
交
付
を
受
け
て
い
ま
す
。
介
護
度
に
か
か
わ
ら

ず
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
、

サ
ー
ビ
ス
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
、
定
期
的
な
自
宅

訪
問
、
緊
急
時
の
相
談
な
ど
の
費
用
は
介
護
保
険

か
ら
支
払
わ
れ
、
自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
選
ぶ
際
の
基
本
は
、
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
方
と
の
相
性
で
す
。
そ
の
他
、

「
よ
く
話
を
聞
い
て
く
れ
、
親
身
に
相
談
に
の
っ
て

く
れ
る
人
」「
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
良
く
依
頼
へ
の

対
応
が
早
い
人
」「
サ
ー
ビ
ス
を
押
し
付
け
た
り
、

決
め
つ
け
た
り
し
な
い
人
」
が
、
選
択
の
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ケ
ア
プ
ラ
ン
は
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
た
め
の
計
画
書
で
す
。
具
体
的
に
は
、
介
護
が

必
要
な
状
況
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス

を
、
い
つ
、
ど
れ
く
ら
い
活
用
し
て
生
活
を
継
続

す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
生
活
を
目
指
す
か
に
つ
い
て

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
は
、
所
得
に
よ
り
１
割
、

２
割
、
３
割
負
担
と
な
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、

自
己
負
担
が
毎
月
い
く
ら
か
か
か
る
か
も
大
事
な

ポ
イ
ン
ト
で
す
。
買
い
物
や
調
理
、
掃
除
は
、
単

に
や
っ
て
も
ら
え
ば
ラ
ク
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で

依
頼
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
に
あ
た
っ
て
は
、
介
護
状
態
の
改
善
、
支
援
を

受
け
な
が
ら
生
活
を
続
け
る
た
め
の
「
必
要
性
」

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

自
宅
で
暮
ら
す
人
が
75
％

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
自
宅
で
生
活

し
な
が
ら
利
用
で
き
る
訪
問
サ
ー
ビ
ス
に
は
、

ヘ
ル
パ
ー
に
よ
る
「
訪
問
介
護
」
や
「
訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」な
ど
６
種
類
が
あ
り
ま
す【
次

ペ
ー
ジ
の
図
表
２
】。
加
え
て
、
自
宅
か
ら
出
向

い
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
、
い
わ
ゆ
る
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
と
呼
ば
れ
る
「
通
所
介
護
」、
デ
イ
ケ
ア
と
呼

ば
れ
る
「
通
所
リ
ハ
ビ
リ
」、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
と

呼
ば
れ
る
「
短
期
入
所
」
が
あ
り
ま
す
。

　

介
護
支
援
を
受
け
な
が
ら
自
宅
で
暮
ら
し
続
け

ら
れ
る
よ
う
階
段
に
手
す
り
を
つ
け
た
り
玄
関
の

段
差
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、「
住
宅
改
修
」
の

サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
。
自
宅
で
使
う
杖
や

車
い
す
、
歩
行
器
、
起
き
上
が
り
支
援
の
ベ
ッ
ド

な
ど
の
福
祉
用
具
の
レ
ン
タ
ル
に
も
サ
ー
ビ
ス
が

利
用
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
は
、「
あ
る
か
ら
使
う
」

の
で
は
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
と
生
活

で
き
な
い
な
ど
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る

人
の
状
態
に
即
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
よ
り
選
択
さ

れ
ま
す
。
例
え
ば
、
病
院
か
ら
退
院
し
終
末
期
の

医
療
的
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な
場
合
や
、
一
人
暮
ら

し
で
認
知
症
と
脳
梗
塞
が
あ
り
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
の
継
続
が
必
要
な
場
合
な
ど
で
す
。

介護給付

主治医の意見書

地域包括支援センター
と契約

居宅介護支援事業所
と契約

出典：著者作成
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【図表３】訪問サービスと通所サービスの利用者数

出典：『2017 年 9 月　介護給付費実態調査』 （厚生労働省）

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
と

そ
の
他
の
高
齢
者
住
宅

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
寝
た
き
り
と
認
知

症
の
た
め
の
「
介
護
老
人
福
祉
施
設
」、
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
で
自
宅
に
戻
る
こ
と
を
目
指
す

「
介
護
老
人
保
健
施
設
」、
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な

「
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
の
３
種
類
が
あ
り
ま

す
。「
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
は
要
介
護
３
以
上
が

対
象
で
す
。
施
設
の
利
用
に
は
、
介
護
費
用
の
他
、

家
賃
と
食
事
代
が
か
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
介
護
保
険
が
適
用
さ
れ
る
「
ケ
ア
付
き

住
宅
」
に
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
が
介
護
保

険
の
指
定
を
受
け
る
「
特
定
施
設
」
と
認
知
症
専

用
の
食
事
付
き
個
室
で
あ
る
「
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護
」
が
あ
り
ま
す
。
ケ
ア
付
き
住
宅
の

介
護
に
も
介
護
保
険
が
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
家
賃

と
食
事
代
は
事
業
者
が
自
由
に
設
定
で
き
る
た
め
、

費
用
は
比
較
的
高
め
で
す
。

　

こ
れ
ら
施
設
と
ケ
ア
付
き
住
宅
に
は
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
が
配
置
さ
れ
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
と
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
調
整
を
し
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

そ
の
他
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
高
齢
者

住
宅
と
し
て
、
外
部
の
安
否
確
認
サ
ー
ビ
ス
と
相
談

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
「
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者

住
宅
」
も
あ
り
ま
す
。

介
護
予
防
で

高
齢
期
の
生
活
見
直
し

　

高
齢
化
が
進
む
日
本
で
は
、
現
在
65
歳
以
上
の

17
・
９
％
が
要
支
援
ま
た
は
要
介
護
の
認
定
を
受

【図表２】介護保険サービスの種類

介護保険サービスは24種類

⑫ 住宅改修

⑬ 介護老人福祉施設
⑭ 介護老人保健施設
⑮ 介護療養型医療施設
  → 介護医療院へ変わる

施設（３種）

⑨ 療 養 ⑩ 生 活

短期入所

⑯ 小規模多機能型居宅介護
⑰ 夜間訪問介護
⑱ 小規模特定施設
⑲ 小規模特養ホーム
⑳ 認知症対応型共同生活介護
㉑ 認知症専用通所介護
㉒ 定期巡回・随時対応型訪問看護
㉓ 看護小規模多機能型居宅介護
㉔ 小規模通所介護（療養通所介護）

地域密着型サービス（９種）

⑦ 通所介護 ⑧ 通所リハビリテーション

通所サービス

① 訪問介護

③ 訪問入浴介護

② 訪問看護

④ 訪問リハビリテーション

⑤ 福祉用具貸与

⑥ 居宅療養管理

訪
問
サ
ー
ビ
ス

⑪ 特定施設入所者生活介護 ケア付き住宅

　

訪
問
サ
ー
ビ
ス
と
通
所
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
利
用

が
多
い
３
大
サ
ー
ビ
ス
は
、①
「
福
祉
用
具
貸
与
」、

②
「
通
所
介
護
」、
③
「
訪
問
介
護
」
と
な
っ
て
い

ま
す
【
図
表
３
】。

　

介
護
保
険
制
度
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
以
外
に
も
、

緊
急
通
報
や
配
食
サ
ー
ビ
ス
、
お
む
つ
の
費
用
負

担
な
ど
市
町
村
に
よ
っ
て
は
独
自
で
実
施
し
て
い

る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
上
手

に
活
用
し
な
が
ら
生
活
全
体
を
組
み
立
て
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

出典：著者作成

福祉用具貸与

通所リハビリテーション

通所介護

訪問リハビリテーション
訪問看護

訪問入浴介護

訪問介護
居宅療養管理指導

1645

435.5

1129.2

87.1

418.2

65.3

652.3

1002.2

200 180014001000600 （単位：千人）
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介
護
を
担
う
家
族
の
負
担
軽
減
も
介
護
の
今
日

的
な
課
題
で
す
。
家
族
の
介
護
・
看
護
を
理
由
と

し
た
退
職
は
、
介
護
保
険
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た

平
成
12
年
と
比
べ
る
と
倍
増
し
て
い
ま
す
【
図

表
５
】。
離
職
す
る
こ
と
で
経
済
的
に
困
窮
す
る

こ
と
や
、
介
護
を
す
る
人
が
精
神
的
に
追
い
詰
め

ら
れ
る
問
題
も
出
て
き
ま
す
。
要
介
護
者
へ
の

虐
待
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
介
護
を
担
う
家
族
を

そ
こ
ま
で
追
い
詰
め
な
い
支
援
が
大
切
で
す
。

２
０
２
０
介
護
保
険
法
改
正
と

２
０
２
１
年
介
護
報
酬
改
定
の
動
向

　

介
護
保
険
制
度
は
２
０
０
５
年
以
降
、
５
年
ご

と
に
見
直
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
２
０
２
０
年
の
介
護

保
険
法
の
改
正
に
あ
た
り
、
当
初
案
に
盛
り
込
ま

れ
て
い
た
①
要
介
護
２
ま
で
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
生

活
援
助
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
か
ら
の
除
外
、
②
一

律
２
割
負
担
、
③
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
費
用
の
自

己
負
担
は
見
送
り
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
、
非
課
税
世
帯
が
施
設
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
を
利
用
す
る
際
の
家
賃
、
食
事
代
の
値
上
げ
、

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
の
金
額
の
見
直

し
な
ど
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
要
介
護

認
定
の
有
効
期
間
は
４
年
に
延
長
さ
れ
る
方
向
で

す
。
さ
ら
に
来
年
の
介
護
報
酬（
サ
ー
ビ
ス
単
価
）

の
見
直
し
で
は
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
生
活
援
助
に

か
か
る
費
用
の
値
上
げ
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
20
年
が

経
ち
ま
す
。
高
齢
社
会
に
不
可
欠
な
制
度
を
今
後

も
し
っ
か
り
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

け
て
い
ま
す
（『
平
成
30
年
版
高
齢
社
会
白
書
』

厚
生
労
働
省
）。

　

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
原
因
の
ト
ッ
プ
は
認
知

症
で
す【
図
表
４
】。
２
番
目
の
脳
血
管
疾
患
（
脳

梗
塞
や
脳
出
血
）
は
、
そ
の
引
き
金
に
な
る
高
血

圧
や
糖
尿
病
の
治
療
、
食
生
活
の
見
直
し
に
よ
り

予
防
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
４
番
目
の
転
倒
や

骨
折
も
、
自
宅
内
の
危
険
な
箇
所
の
改
善
や
手
す

り
の
設
置
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
よ
り

一
定
程
度
予
防
で
き
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
現
状
の

生
活
支
援
だ
け
で
は
な
く
、
介
護
予
防
の
た
め
の

支
援
が
大
切
で
す
。

介
護
を
担
う
家
族
へ
の
支
援

　

家
族
が
介
護
す
る
と
き
最
も
負
担
が
大
き
い

の
は
「
精
神
負
担
」
で
、
次
に
「
身
体
的
負
担
」

「
経
済
的
負
担
」
と
続
き
ま
す
（『
家
族
介
護
者

＞＞＞ 介護にまつわるお金の話

出典：『平成 28 年　国民生活基礎調査』（厚生労働省）

認知症
18%

脳血管疾患　
　17%

老衰
13%骨折・転倒　

12%

関節疾患
10%

心疾患 5%

パーキンソン病
3%

糖尿病 3%

がん 2% その他
17%

【図表５】家族の介護・看護により離職した人数

出典：『雇用動向調査』 （厚生労働省）
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【図表４】介護が必要となった主な原因
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